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EU におけるオンラインプラットフォームサービスに対する 
規制の方向性と課題からみる日本への示唆 

 

寺田麻佑 13 板倉陽一郎 23 
 

2018 年 4 月にプラットフォーマーに対する新規則案を公表した欧州委員会は，その後，2019 年 2 月

14 日に，欧州におけるオンラインプラットフォームの取引慣行の公平性を高めるための新規則に関し

て，欧州議会そして欧州連合理事会と欧州委員会の政治的合意が整ったと発表した．今後は，EU におけ

る GAFA に対する規制が強化されることが見込まれている．翻って日本においても，プラットフォーマ

ーに対する規制の検討が進められている．それでは，以下においては，プラットフォーム規制を巡る議

論に関する EU における進展を紹介することとしたい．本論考においては，EU の規制の動向を検討した

うえで，日本の状況も踏まえながら，日本への示唆を考察する． 

 
Implications for Japan from the Perspective of Issues and Challenges 

of Regulatory Direction of Online Platform Services in EU 
 

 

MAYU TERADA 13 YOICHIRO ITAKURA 23 
 
The European Commission has announced a new draft rule for platformers in April 2018, then, on 14 February 2019, the 
European Parliament announced the discussed new rules to increase the fairness of online platform trading practices in Europe. It 
was announced that a political agreement was reached between the European Council and the European Commission. It is now 
expected that EU's regulation on GAFA will be strengthened in the future. On the other hand, regulatory measures on platformers 
is currently discussed in Japan as well. In this paper, the progress in the EU regulation regarding the platform regulation is 
discussed, comparing the discussion and progress of Japan’s proposed regulation for online platform services. Then the 
implications for Japan is considered. 

1. 問題の所在―プラットフォーム規制の嚆矢 

情報化や電子化がますます進展している現在，プライベ

ートセクターによる独自のソフトローの形成がますます進

んでいる，ということもできる状況が顕在化している． 
それはたとえば，Amazon や Facebook の利用規約の変更

や，Google Mail の利用方法の変更などが，それらのサービ

スを日々利用する消費者にとって大きな影響を与えること

も意味しているし，それらのサービスを誰かが「利用でき

なくなる」ことが社会に対する大きな影響を与えることに

よる間接的なルールの形成といった形においてもみること

ができる．つい先日の 2019 年 4 月 18 日にも，Facebook に

おいて，イギリスの極右政党や，関係する個人の利用が禁

止されたということがニュースとなっていた[1]．その具体

的内容は，「イギリス国民党と，元党首のニック・グリフィ

ン氏，ブリテン・ファーストと，ポール・ゴールディング

党首，ジェイダ・フランセン副党首，イングランド防衛同
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と，創設者のポール・レイ氏，欧州からの難民排除を訴え

る宗教団体『国際テンプル騎士団』と，プロと，モーター

のジョン・ドウソン氏，イギリス国民戦線と，トニー・マ

ーティン党首」などが含まれていたという．Facebook の説

明は，これらの団体や個人が「暴力的・憎悪的な目標」を

公然と掲げていたため，今回の措置をとったということで

あり，Facebook 社はその声明において，「Facebook には，

その人が誰であるかを理由に憎悪を拡散したり，攻撃した

り，排除を求めたりする個人や団体の居場所はない」と公

表している． 
もちろん，Facebook は私企業であり，かかる姿勢はリベ

ラルで多様性に親和的な企業であることの現れであり，社

会にとっては，極右政党の表現場所が一つなくなったとい

う意味において，こういった Facebook 社の決断は，おそら

く，Facebook 社が考える方向性のポジティブな影響がでる

ことなのであろう． 
しかし，このことはとりもなおさず，たとえばネットワ

ーク中立性規制がそれほど上手く機能しない状況になった

場合などにおいてインターネット世界が Facebook のみと

なってしまう（一時期インドにおいてはそのような状況が

実際に生じていた）場合などにおいて，もちろん極右政党

の存在の当否はさておき，意見表明の場としてのパブリッ

クスペースの存在としての存在がもしかしたら Facebook
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にも生じてくるかもしれない（もしくは何らかの行政によ

る介入が可能かもしれない），といった問題を惹起する． 
国家という存在ではない非国家によるソフトローの存

在感の強化は，これまでにも論じられてきており，特に，

非国家法（ソフトロー）の重要性が拡大していることにつ

いて，また，情報通信関係分野において確立されていくソ

フトロー，すなわち私的な団体によるルールメイキングの

デファクトルール化とそれによる強制力の獲得などについ

ても，指摘がなされていた[2]． 
このことは，伝統的な国家の在り方が大きく変容しうる

ことを意味していると同時に，特に近年力を増すオンライ

ンプラットフォーマーを含めたプライベートセクターによ

る，独自の枠組みやソフトローの形成を通して，究極的に

はそれらの枠組みを含めたオンラインプラットフォーマー

が疑似的な国家の様相を呈することがあるとも指摘されて

いる[3]． 
このような状況に対して，公益的必要性がある場合には

それらプラットフォーマーや巨大な非国家主体に対する規

制を考える必要が，近年検討されはじめている[4]． 
本稿は，以上の状況認識をもとに，オンラインプラット

フォーマーに関する具体的な規則案を検討している EU の

状況を踏まえ，日本における検討状況もみながら，規制の

在り方について，EU の規制の在り方を踏まえて問題点と

課題について検討をおこなうものである． 

2. プラットフォーマーに関するEUの規制動向 

2.1 プラットフォーマーとは 
 オンラインプラットフォームサービスとは，オンライン

におけるショッピングモールや，インターネットオークシ

ョンや，オンラインフリーマーケットや，アプリケーショ

ン，シェアリングエコノミー，ネットワーキング・サービ

ス（SNS），電子決済サービスなどを含む概念である[5]． 
2.2 EU におけるプラットフォーマーを巡る規制の動向 

オンラインプラットフォームの取引慣行の公平性を高

めるためのプラットフォーム透明性公正性規則案は，2018
年 4 月にプラットフォーマーに対する新規則案として欧州

委員会によって公表され，その後，2019 年 2 月 14 日に，

当該新規則に関して，欧州議会そして欧州連合理事会と欧

州委員会の政治的合意が整ったと発表した[6]．そして，当

該規則案は，2019 年 4 月 17 日に欧州議会の採択がなされ

ている[7]．そして，今後は，ますます EU における GAFA
に対する規制が強化されることが見込まれている．それで

は，以下においては，ます，プラットフォーム規制を巡る

議論に関する EU における進展を紹介することとしたい． 
2.3 EU の規則案について 
 EUにおける個人による消費の約 60％はプラットフォー

ムを通じて行われていると推定されているところ，欧州委

員会の新規則案は，プラットフォーム運用上の透明性の向

上，プラットフォーム利用者による意見表明システムの確

立をおこなうことによって，（GAFA による）寡占化が進む

インターネット市場において，公正な競争が確保されるよ

うにすることを目的としている[8]． 
2.3.1 規則案の内容 
 規則案の内容は，以下の通りである， 

まず，規制対象は，EU 域内の消費者向けにプラットフ

ォームを提供する企業とされている．この規制対象につい

ては，当該プラットフォーム企業の本社の所在地がどこに

あるかは関係なく，EU 内に所在する消費者に商品やサー

ビスを提供する事業者にプラットフォームを提供する企業

が対象となるということとなる． 
次に，プラットフォームの利用条件について，曖昧なも

のではなく明確なものである必要があり，事業者が容易に

利用可能なものでなければならないとされ，その要件を満

たさない利用条件は，無効とされることとなる．（Article 3）． 
また，プラットフォーマーは，利用条件を変更する場合，

事前に事業者に通知しなければならず，また，当該通知は，

少なくとも 15 日以上の合理的かつ相応な期間より前にし

なければならない． 
さらに，プラットフォーマーはプラットフォームの提供

を停止・中止する場合に，理由を事前に事業者に通知しな

ければならないとされる． 
また．プラットフォーマーは，検索ランキングなどで商

品やサービスなどの順位付けを行う場合には，利用条件に

その基準を開示する必要がある． 
加えて，プラットフォーマーがプラットフォームを通じ

て自身の商品やサービスを提供し，かつ他の商品等と異な

る有利な取扱いをする場合，その取扱いの差異を利用条件

に明記しなければならない． 
そして，プラットフォーマーは自らのデータ・ポリシー

を決定し，明示する必要があり，さらに，事業者またはそ

の顧客からどのような情報を収集するか，事業者はどの情

報にどのような条件でアクセスできるか，事業者はプラッ

トフォーマーが集計した情報にアクセスできるか，できる

とすればどのような条件で可能かなどを通知しなければな

らない． 
また，事業者に対し，自らが提供するプラットフォーム

以外の方法による商品，サービスの提供条件を制限する場

合，制限する理由を示さなければならない．そして，理由

については，プラットフォームサービスの利用条件に明記

するとともに，簡単に閲覧可能できる状態で公表しなけれ

ばならない． 
また，プラットフォームを利用する事業者の苦情を受け

付ける社内システムを用意しなければならない．かかる苦

情の受付システムは，事業者が容易に利用できるものでな

ければならないとされている．また，プラットフォーマー

は，この受付システムの機能や有効性に関する報告書（苦
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情件数，苦情内容，苦情処理期間などの情報を含む）を毎

年作成し，公表しなければならない．ただし，本規制の対

象は 50 人以上を雇用し，年間売上高が 1,000 万ユーロを

超える規模のプラットフォーマーに限られる．（Article 9） 
それらに加えて，プラットフォーマーは事業者との間で

紛争が生じた場合，調停に応じなければならないとされる．

そして，そのための調停人を利用条件で特定しておかなけ

ればならない．なお，利用しやすく，公平かつ有効な調停

を可能にするため，調停人となる者には一定の基準が定め

られている．（Article 10） 
また，業界団体単位でプラットフォーマーを提訴できる

団体訴訟制度の導入も明示されている． 
2.3.2 検討 
 上記の規則案の内容は，プラットフォーマーに対してこ

れまで以上に厳しい規則を定めているということができる．

もっとも，年間売上高が 1000 万ユーロ以上というように

基準を挙げている部分もあるため，対象となるのは GAFA
とその同規模もしくは少し小さいくらいの大規模事業者で

あるということもできる． 
しかし，かかる規制はかなり厳しいものであることも事

実である．たとえば，例えば，特定の事業者の商品やサー

ビスを検索対象から除外する場合，プラットフォーマーは

除外する旨を決定した後に遅滞なく，書面でその理由を事

業者に通知しなければならないとされるが，そのような通

知が今回の Facebook によってなされたのかについても，

本件の規則発行後であったらならば問題となった可能性が

ある． 
このような細かな規制を実効性をもって実施していく

とすれば，様々なサービスとが EU 圏内において遮断等さ

れる可能性もあるため，今後の状況の注視が必要である． 

3. 日本の状況 

3.1 政府における検討経緯 
まず，2018 年 6 月の閣議決定において，「プラットフォ

ームの寡占化が進む中で，新たなプラットフォーム型ビジ

ネスが次々と創出され，活発な競争が行われる環境を整備

するため，特定のプラットフォームからいつでもユーザー

が移籍できるデータポータビリティやオープンに接続され

ることが可能な API 開放等を含め，中小企業やベンチャー

を含めた公正かつ自由で透明な競争環境の整備，イノベー

ション促進のための規制緩和（参入要件の緩和等），デジタ

ルプラットフォーマーの社会的責任，利用者への公正性の

確保など，本年中に基本原則を定め，これに沿った具体的

措置を早急に進める．」として，プラットフォーマー型ビジ

ネスの台頭に対応したルール整備が未来投資戦略 2018 と

して決定された[9]． 
これをうけて，2018 年 7 月から，経済産業省・公正取引

委員会・総務省において，デジタル・プラットフォーマー

を巡る取引環境整備に関する検討会が設置され，デジタ

ル・プラットフォーマーを取り巻く課題や対応について，

論点整理が実施され，2018 年の 11 月に，同検討会による

中間論点整理（案）が公表された[10]． 
3.2 その後の検討 
 その後，2019 年 2 月 13 日に開催された未来投資会議に

おいて，構造改革徹底推進会合より報告がなされ，「デジタ

ル市場のルール整備」について議論が行われ，その際に， 
デジタルプラットフォーム企業と利用者間の取引の透明

性・公正性の確保のためのルール整備も議論されている． 
 具体的には，デジタルプラットフォーム企業と利用者間

の取引の透明性・公正性の確保のためのルール整備として， 

①企業結合 
• デジタル市場においては，企業の市場シェアが小さくて

も，データの独占により競争阻害が生じるおそれがある．

独禁当局は，デジタル市場についての知見が弱いこともあ

り，十分な勘案が出来ていないとの指摘がある． 
• このため，データの価値評価を含めた企業結合審査のた

めのガイドライン and/or 法制整備を図る．その際，イノベ

ーションを阻害することのないよう留意する． 
②取引慣行等の透明性・公正性 
•デジタルプラットフォーム企業は，中小企業・ベンチャ

ー，フリーランス（Gig Economy）にとって，国際市場を

含む市場へのアクセスの可能性を飛躍的に高める． 
•他方，デジタルプラットフォーム企業と利用者間の取引

において，(a)契約条件やルールの一方的押しつけ，(b)サー

ビスの押しつけや過剰なコスト負担，(c)データへのアクセ

スの過度な制限等の問題が生じるおそれがある． 
•このため，デジタル市場に特有に生じる取引慣行等の透

明性および公正性確保のための法制 and/or ガイドライン

整備を図る． 
•一方で，ルール整備が第４次産業革命のデジタルイノベ

ーションを阻害することのないよう，当初は comply or 
explain（従うか，または，従わない理由を説明する）とい

った自主性を尊重したルールを検討する． 
•具体的には，契約条件や取引拒絶事由の明確化・開示，

ランキング（商品検索結果の表示順）の明示，デジタルプ

ラットフォーム企業が自身の商品・役務提供を優遇する場

合の開示，最恵国待遇条項（取引先の中で最も有利な取引

条件を求めること等）を求める際の開示，あるいは苦情処

理システムの整備義務といった項目について検討を行う． 

 といったことが決定された[11]． 
3.3 具体的提案内容 
 具体的提案内容は，以下の通りである． 

１．取引慣行の透明性や公正性確保に向けたルール整備 
○デジタルプラットフォーム企業と利用者間の取引にお

いて，(a)契約条件やルールの一方的押しつけ，(b)サービス
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の押しつけや過剰なコスト負担，(c)データへのアクセスの

過度な制限等の問題が生じるおそれがある． 
○このため，デジタル市場に特有に生じる取引慣行等の透

明性および公正性確保のための法制 and/or ガイドライン

の整備を図ることが必要ではないか． 
○一方で，ルール整備が第４次産業革命のデジタルイノベ

ーションを阻害することのないよう，当初は comply or 
explain（従うか，または，従わない理由を説明する）とい

った自主性を尊重したルールを検討することが必要では

ないか． 
「透明性・公正性確保等に向けたワーキング・グループ」

を新たに設置し，集中的に検討を実施する． 
同 WG では，主に，取引慣行の透明性・公正性確保のた

めの規律の要否・内容・制度設計等について，現行法の運

用強化（ガイドラインの整備）や法制（新法・法改正）も

含むオプションを整理し，本検討会に報告する． 
•整理に当たっては，公正取引委員会による実態調査で判

明した事実関係を踏まえる． 
•独占禁止法等の事後規制とのバランスも考慮しつつ，全

体として，イノベーションに配慮した，柔軟かつ自主性を

尊重した規律の在り方を模索する． 
必要に応じて，消費者との関係での問題も議論する． 
 
２．データ等の独占による競争阻害への対応 
○デジタル市場においては，企業の売上等の市場シェアが

小さくても，データの独占により競争阻害が生じるおそ

れ．独禁当局は，デジタル市場についての知見が弱いこと

もあり，十分な勘案が出来ていないとの指摘がある． 
○米欧では，データ価値評価を含む企業結合審査手法の開

発に着手．我が国も，米欧と連携しつつ，適切なデータ価

値評価を含む企業結合審査手法の開発に取り組む必要あ

り． 
データ等の集積を考慮した企業結合審査の運用等，デジ

タル市場における独占禁止法の在り方について，公正取引

委員会を中心に検討を進め，本検討会に報告する． 
 
３．専門的知見によるスピーディーな対応に向けた新しい

体制の整備 
○グローバルで変化が激しいデジタル市場における市場

競争状況の評価等については，在来の競争当局の有する情

報・ノウハウだけでは対応が困難．また，縦割りの業所管

的発想でも対応が困難． 
○内閣官房にデジタル市場に関する競争政策の立案・調整

を行う専門組織の設置を検討すべきではないか． 
○なお，EU は，2015 年，デジタル単一市場戦略の下，プ

ラットフォーム取引の公正性への対策を指示．2018 年 10
月，「オンライン・プラットフォーム経済監視委員会」を

設立． 
高い専門的知見をもってデジタル・プラットフォーマー

を中心とするデジタル市場を継続的に監視・観察し，法執

行や政策等を調整・下支えするための，新しい体制の整備

を進める． 
•例えば，(a)デジタル市場の競争評価や(b)不公正取引の調

査を行う定常的な専門組織が必要ではないか． 
•欧州，米国等の関係機関との協力・連携関係の構築も重

要ではないか． 
6 月へ向けて，新しい体制の在り方に関し，政府内で取

り纏めを行う．なお，取り纏めについては，WG1 でも議

論の上，本検討会に報告する． 
 
４．データの移転・開放等の在り方に関する検討 
「データの移転・開放等の在り方に関するワーキング・

グループ」を新たに設置し，透明性・公正性確保等に向け

たワーキング・グループの検討状況を踏まえつつ，検討を

開始する． 
同 WG では，デジタル・プラットフォーム分野における

データの移転・開放等の在り方について，データのアクセ

スや移転が競争促進につながるような個別分野を参考に，

競争促進的観点から政策課題の抽出を行い，本検討会に報

告する． 
•検討に際しては，デジタル・プラットフォーム分野のほ

か，クラウド分野や金融分野，医療分野等をケーススタデ

ィとして取り上げつつ，一般論としてのデータ移転・開放

ルールの論点整理を合わせて行う． 

4. まとめ 

 日本における規制の方向性が法律制定となるのか，公正

取引委員会の独禁法の域外適用となるのかについては定か

ではないが，欧州の規制をかなり意識しているものという

ことができ，今後の国際ルール形成への参画も意識してい

るものということができる．しかし，規制が強すぎると欧

州において GAFA 等からの反発も予想されるところ，消費

者の利便性への問題も生じることが考えられるため，今後

の注視が必要である． 
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